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　最近注目されつつある分野に公共政策ある

いは公共経済学がある。公共経済学の内容を

どうとらえるかについては様々の考え方が可

能であり，この分野における研究が進展途上

にあることを思えば，必ずしも固定的な定義

を与える必要はないかもしれないQしかし，

一一桙ﾌ範囲を示ぜば，これは広く解釈して，

“完全競争的な価格機構によっては達成され

ない問題を扱う研究領域”＊＊という考え方が

成り立ちえよう。このように解釈すれば問題

となる領域はきわめて広いことになり，資源

配分，所得分配から経済組織と社会関係の評

価までの多様な問題をふくむことになる。こ

のような問題の一部はすでに既存の研究分野

　一たとえば財政学，経済政策，社会政策論

等　　一において扱われてきたのであるが，こ

れらを応用経済学的な個別課題としてだけで

なく，統一的観点に立って系統的に考察する

ことが，今日必要になってきているのである。

その意味で既存の理論体系の再検討と拡張

一否定ではない一を推進しようという意

図がこのような新しい名称＊＊＊のうちに含意

されているといえよう。厚生経済学の先駆者

ピグーが意識的に自由放任制度の再検討を行

なって以来，今Hの我々は市場機構の不備の

克服という問題に直面しているわけであるが，

公共経済学の主要な課題もここにある，とい
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えよう。市場機構が社会的最適を保証しない

場合には市場機構の補正が必要であり，また

部分的補正によって目的が達成されない場合

には，それに代る別のメカニズムの導入が行

なわれなくてはならない。もちろん，このよ

うな考え方は，分権的機構を否定し全面的に

中央集権的計画を導入するという考え方には

結びつかない。非営利的機関による分権的運

営の拡大，地方自治体等公的機関の権限の強

化などが考えられるのであって，自由放任か

中央集権かという観念的二者択一論議は無意

味である。

　このように公共経済学の議論を進めると・

問題は社会観，世界観のいかんにまで関連を

もってくるわけであり，これは経済学と価値

判断との関係がより深くなることを意味して

いる。これまでの経済理論においても，議論

が価値判断から全く自由であったわけではな

いが，公共経済学においては，扱う問題の種

類によってもちろん事情は異なるが，概して

この関連はより密接になるようにみえる。

　＊本稿は東京経済研究センター（TCER）の
　定例研究会における報告（1971年6月）の一部

　に若干の説明的部分を付け加えたものである。

　席上貴重なコメントを与えられた宇沢弘文，浜

　田宏一，西部適の諸教授に感謝の意を表します1
＊＊ �､経済学の考え方については，たとえば文

　献〔12〕を参照。なお以下において〔〕内の数字

　は末尾の文献目録の番号を示す。

＊＊＊　この名称はヨハンセンの同名の著書〔6〕にお

　いて初めて使われたようである。
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ただしこの場含我々は価値判断の安易な轟入

による観念的論議への退行を注意しなければ

ならないことは改めて述べるまでもないであ

ろう。

　さてこのように，公共経済学においては対

象となる問題はきわめて多岐にわたるのであ

って，以下においてはその一端にしかふれる

ことができないが，ここでは特に不確実性下

における外部効果（実際には外部不経済）の問

題の考察を行なうことにしよう。既に述べた

ように公共経済学は市場機構の再検討という

観点をもっているわけであるが，外部効果が

存在する場合には，少なくとも放置された市

場機構は・社会的最適状態を達成する上で困

難に直面する。

　従来の経済理論においては完全競争下の価

格メカニズムの分析が重要な位置を占めてい

るが，それは完全競争均衡が一定の条件のも

とである望ましい状態一すなわちパレート

の意味での最適資源配分一をもたらす，と

いう性質をもっているからである。ここでパ

レート最適な状態とは，よく知られているよ

うに，t（ある成員の経済的地位を高めるため

には，どうしても他の成員の地位を低下させ

なければならない状態”のことであって，効

用の個人間比較を回避するという条件下でこ

れ以上改善できない一つの極限状態一有効

な状態一を意味する。これに対してパレー

ト最適でない状態，あるいは非有効な状態と

は，他の成員の犠牲を伴わずに，ある成員の

満足を高める余地を残した状態である。した

がって非有効な状態から，有効な状態への移

行が望ましいことになる。＊

　さてここで先ず問題になることは，市場機

構が常にこのようなパレート最適を達成する

ことができるかどうか，ということにある。

既に述べたように外部効果がある場合には，

パレート最適が達成されないことはよく知ら

れている。以下この問題を不確実性の問題と

の関連で考察することにしよう。

皿
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　不確実性という要因は，きわめて多くの問

題，たとえば技術開発，公害や災害，医療・

保健，所得分配などに関係をもち，公共政策

を考える一ヒでど5しても無視することができ

ない要因の一・つである。このことはたとえば

不確実性や医療にかんするアローの論文〔2〕，

〔3〕によって詳しく論じられている。特に災

害や事故の問題はその性質上，不確定性を特

徴としていることはいうまでもない。天然の

災害の場合にはその生起が外生的であり，事

故の場合には人為が関連しているとしても，

いずれも不確定的に生ずるものである。この

場合対策として考えられることは，まず生起

確率を減少させることである。天然災害の場

合には不可能としても，人為的事故の場合に

はそのために資源を配分することによって，

発生率を低下させることができる。また発生

率が一定であっても，調査・研究機関への資

源配分によって災害あるいは事故の予知の程

度が上昇すれば，それに応じて損害の規模を

縮小することができる。更にこうした側面を

一定と考えるとしても，次の問題として，事件

が発生した場合を予想して，その際の損害を

なるべく小さくするための準備を行なうこと

が可能である。たとえば地震あるいは人為的

事故による石油タンクの火災について考えて

みよう。この場合，火災およびそれによって

生ずる有害ガスの発生の確率および規模は，

事前に予防施設を設けたり，敷地内のタソク

の間の間隔を十分にとったりしておけば，か

なり減少する。このような費用はいわば保険

料に類似したものと考えることができるかも

しれない。この場合，この石油タソクを所有

＊　このような移行が望ましいと考えること自体

　が一つの価値判断である。しかしこれは弱い価

　値判断，つまり容易ICコンセンサス（合意）が

　えられるような価値判断である。
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し，利用する企業がこのような費用を負担す

ることは企業の目的にとってどのように評価

されるであろうか。すなわち，企業はこのよ

うな負担に対してイソセソティブを感ずるで

あろうか。この問題については，まず不確実

性下では利潤極大化ということは企業の目的

として直接には意味をもたない，ということ

が指摘されねばならない。というのは将来の

可能状態がいくつも考えられる場合には・利

潤額というものが一一　・義的に確定しないからで

ある。そうするとその代りにたとえば個々の

将来事象の実現確率と，その寮象下での利潤

額との積の和，つまり期待利潤の極大化を企

業の目標とみることが考えられるが，これも

適当ではない。というのはこの考えはリスク

を考慮に入れていないからである。期待利潤

が最大となる計甦riは通常同時にリスクも最大

となっているであろうから，特殊な場合は別

として，それは企業にとって必ずしも最適な

計画とは限らない○この意味において不確実

性下での企業の狂動は，富の将来価値にかん

する期待効用の極大化を目的とするという仮

説がより適切である。このように考えると，

先の災害防止のための費用支出は単なる純然

たる差引分としてではなく，企業が自発的に

支出するはずの経費であって，たとえば保険

料に類似した性格をもっている，といえよう。

つまり比較的少額の費用をあらかじめ支出す

ることによって，確率は小さいが損害額の大

きい不慮の出来事に備える，ということが考

えられるQ

　このように仮に期待効用極大化を企業の

行動基準とする（かつ企業は危険回避者とする）

場合には，企業が自発的にある程度の災害防

【L費川を負担するイソセソティブが存在する

わけである。その程度は企業のリスクに対す

る態度のいかんによって異なるわけであって，

危険回避の度合の強い企業は不測の損失の回

避を重くみて，そのためには事前にかなりの

支出を行なうことも厭わない。一方危険回避
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の性向の弱い企業は，むしろ高い期待利潤の

確保を相対的に重視して，防止費用の支出を

手控え，その結果不運な場合に大きな損害を

蒙るというリスクを負担することになる。

　さてこのような企業の行動は果して社会的

最適状態，すなわちパレート最適をもたらす

であろうか。ここでパレート最適状態とは・

ある主体の「期待効用」を増大させるために

は，他の主体の「期待効用」を低下させざる

をえないような状態というように再定義され

る。そうすると，実は上の場合において・企

業の行動は一般にはパレート最適をもたらさ

ないのである。その理由IX－・つには将来財の

市場が十分に確立しておらず，危険負担の移

転（シフト）が不十分にしか行なわれない，と

いうことにあるが，更にまた外部不経済が無

視されているためでもある。一般に高密度社

会では，工場と工場，あるいは工場と居住地

区とが密接しており，ある工場で発生する火

災が隣接工場に類焼したり，また火災で発生

する有害ガスが市民の居住地域に及ぶことが

多い。このような外部不経済の可能性に伴う

損害は上の企業の行動の中には考慮されてい

ないからである。

皿

　このような外部不経済の分析は，これまで

多く行なわれており，最近の公害にかんする

議論の基礎の一つもここにある。そこで外部

不経済，あるいは広くいって外部効果の概念

であるが，たとえばグラーフ〔7〕によれば，

“ある主体の無差別曲線の形状または位置が

他の主体の消費量に依存する場合，消費にお

いて外部効果がある”という。また同様にし

てある企業の生産関数の位置と形状が他の企

業の生産量（もしくは投入量）の水準に依存す

る場合に，生産において外部効果がある，と

いう。このような外部効果の概念はきわめて

広く，より特定化された概念がシトフスキー
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〔9〕，ミシャソ〔8〕，ブキャナソ・スタッブ

ルバイソ〔4〕その他多くの人々によって示さ

れている。しかし，従来の外部経済の分析は

通常不確実性の問題を少なくとも明示的には

無視しているといえよう。これまでは，たと

えば有害ガスの排出の問題でいえば，現に排

出されている量のみが対象にされていた。現

実にこれを規制する必要がある以上，租税・

補助金などによって，あるいは投票制度によ

ってこれらを最適レベルに抑える方法を議論

することが有益であることはいうまでもない。

しかし同時に，この分析だけで不十分である

ことも先に述べた災害，事故などの例を考え

れば明らかである。たとえば石油工場等にお

いて，通常時は仮に有害ガスが排出されてい

ない場合でも，災害，事故などによって大量

の有害ガスが出される危険性が考えられると

きには公共政策として見逃すわけにはいかな

いのである。

　このように顕在的な外部不経済のみにとど

まらず，潜在的，あるいは偶発的に顕在化す

る外部効果についても注目しなければならな

いわけであるが，この場合にも，ちょうど顕

在的な公害を完全になくすことが不可能であ

り，また無意味でもあって，通常の経済活動

のもたらす便益と，公害（弱い公害）のもた

らす不利益との選択を考える必要があるのと

同様に，完全に絶対安全な状況を確保するこ

とは不可能であり，通常の経済活動と安全の

程度との選択を考慮しなくてはならない。＊

これは通常財の享受と危険負担との選択の問

題にほかならない。この場合選択結果がその

当事者だけに及び，他の主体に外部効果を及

ぼさないケースにも，危険負担の再配分にか

んする理想的市場が現実には存在せず，放置

　された市場機構によってはパレート最適は達

成されない。しかしこの点を別にしても，外

部効果の可能性が存在する場合には，自由に

放任された市場メカニズムによって，パレー

　ト最適は達成されないのである。この間題を
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モデルによって考察しよう。

　いま単純化のためにまず2つの企業1，2

を考え，それぞれの活動水準をg、，g，とする。

これは結合生産を考えなければ，それぞれ

の企業の生産する財（サービス）の産出量にな

る。次にこの活動によってえられる富（貨幣

単位で測る）を：yi，払1，2としよう。これ

はストック額を意味し，前期末の富（所与）

に今期中の収益を加えたものとする。

　一方・事故あるいは災害が発生する確率を

πとしよう。この値は主観的にきめられるも

のであって，企業毎に別の値を考える方が

望ましいが，ここでは単純化のために両企業

に同一の値を想定することにする。また，事

故もしくは自然的原因によって生じる損害を

liとし・次のような関係を仮定する。

鴇縞，、｝（・）

　　　かつ　　1＞φ乞＞0

　この関係は，両企業がたとえば隣接して立

地しており，一方の火災が他方に類焼する可

能性があり，この被害は両企業の活動水準に

正の依存関係をもっている，ということを意

味している。この場合，第i企業の活動水準

qiの変化は，3種の作用を生じることになる。

第1は自己の収益に対する影響であり，もし

災害の発生確率がゼ冒であれば，問題は収益

（利潤）極大化に還元される。第2は災害が発

生する場合，自己の工場資産に及ぶ損害額を

拡大する作用であり，第3は他企業の損害を

増大させる外部効果である。見方によっては，

各企業の活動規模の拡大が，災害，事故の生

起確率を高めるということも考えられるが，

ここでは災害の発生は外生的であると考えて

ある。

　さて各企業が自己の利害のみを考慮して行

動する場合には，上の外部効果の部分が無視

＊　ただし放射能汚染のように人命に致命的影響

　のあるものは絶対安全を期すべきである。
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されてしまうわけであるが，この場合には企

業の行動をその期待効用極大化によって定式

化することができよう。そこでng　i企業の期

待効用をUiと書けば，これは次のように表

現される。

　C・「i　．．（1一π）娠ッ‘）＋π娠ッ乞一♂‘）（2）

　　　i－1，2

ここでUiは第¢企業の効用関数であり，

　Uit＞0，　Uitt≦0

と仮定する。すなわち富にかんする限界効用

は正で，逓増しないとする。換言すれば各企

業は危険回避者もしくは危険中立者であると

想定する。このようにすると，次式が期待効

用極大化の1階の条件となる。

鐸偽＋璃（1・一¢・）｝・，・一・・¢・・一・（・）

ただし

　馬潭（1一π）uti（k）＞0

・剛・幅）〉・｝（・）

　　　i；1，2

あるいは書きかえて，

・ち一 ｪ讃「弓・ア醸（・）

となる。

　いうまでもなく，π＝　Oであれば（4はりBi

－0であるから，㈲式はRti・＝　O，つまり限

界利潤一〇の通常の条件を意味する。　（以下

R”i＜0，つまり通常の意味での限界利潤の逓減を

仮定する。）

IV

　上にえられた個別企業の最適化条件（5｝を更

に検討してみよう。まず記号の簡単化のため

に

傷一 S＋諸子ア（・｝

とおく。そうすると㈲式は

　R㌦霜昌θ葱ツ¢φ¢㌔i＝＝1，2（7）

となる。（7）の左辺はすでに述べたように限界

収益をあらわし，右辺は広い意味での限界費

用の追加分に当る。この追加分はいわば「予

想限界損害」とでもいうべきもので，限界収

益がこの限界損害に等しくなる点が企業の最

適点である。後者の限界損害は広義での限界

費用と考えられるが，この値は客観的事情お

よび災害の発生確率のみならず，主観的評価

つまり各企業の効用関数の形状に関係してい

るところに特色がある。すなわち，人々の危

険回避の度合の強さによって，この限界的犠

牲の評価がちがってくるのである。

　この点を特殊例によって検討してみよう。

すなわち，企業の相対的危険回避i関数h9－一定

のケースを考えてみる。この場合には，効用

関数が
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Ui（yi）－1／Yiat，　i・＝1，2　（8）

と書ける。ただしaiは常数で，　ai＞0とす

る。これよりAi・Biの表現を想起すればθ｛

は次のように計算される。

θ・（、一．。）（、一φ誌％＋。（、一φ・）（・）

ここで特にaiの値が大であるほど企業の危

険回避の度合が（小範囲の意味で）強いのであ

るが，醗が大となればθ，の値はどうなるで

あろうか。〈91にて1一森は1より小（ただし

正）であることを念願において，

　ζt＝＝log（1　’一’S6i）ai　　ao）

とおく。そうすると，

÷藷一1・9（1　一一φi）＜・ω

がえられる。つまりatが増大すればζ‘は減

る。したがってθ，は増大する，といえるわ

けである。すなわち，企業の危険回避の性向

が強いほど，亀の値が大きく，「限界期待

損害」が大きくなる。つまり当該企業はそれ

だけ自己の生産を控え目にする，ということ

が分る。

　さて外部効果が存在する場合には，各企業

の独立の極大化行動はパレP・ト最適を達成し

ない。このことは上のモデルにおけるバレー
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ト最適の条件を求めることによって確かめら

れる。周知のように，たとえば一・方の企業の

期待効用を特定の水準に与えて，他の企業の

期待効用を最大化すれば，パレート最適の条

件が求められるわけであって，ここでは次式

がその条件となる。

寄／揚一霧／｛葛（12）

ここで次の関係が計算によってえられる。

翌聖＿＿B、y、φ，・＜O

ag2

世＿B，ツ，φ、2〈O
agi

｝（13）
辱

上のG2）式は，　g、，　g，平面での両企業の無差別

曲線が接する条件を示したものであり，この

事情が図。1に図示してある。この図はヨコ

軸にg、，タテ軸にq，をとったもので，1は

第1企業の，ノは第2企業の無差別曲線を示

し，両曲線はPで接している。共通接線はT

と記してある。ここで両無差別曲線が接する

点Pがパレート最適の点にほかならない。こ

のような点はいうまでもなく無数に存在する。

q
，
Q

2

1

0

J

図　1

一方，この図にはQ・・Q・のような，点が示

してあるが，これらは各企業が別々に行動し

た場合の極大点を意味する。たとえば，Q、は

第2企業の産出量がQ、Q、’の高さにある，と

いう条件の下での第1企業にとっての最適点

を表わす。Q2についても同様である・このよ
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うな個別企業にとっての極大点とパレート最

適との関係は図・2に示してある。ここでQ、

を中心に考えよう。第2企業にとっての無差

別曲線のうちQ、を通るものがゐと寵してあ

る。そうすると両企業の生産量の組合せをQ、

から1）に移せば，つまり無差別曲線1に沿っ

て移動すれば，第1企業の期待効用を下げる

ことなく，第2企業の期待効用を上げること

ができる。図・2において，曲線ノ、よりノ

の方がより高い期待効用をもたらすからであ

る。このように，個別的最適化がパレート最

適をもたらさないわけであるが，図からも明

らかなように，これぱ飼別的最適点ては生産

量が過大なためである。

q

J

図　2

qq

　再び図・1をみよう。この図から両企業の

反応曲線が求められる。反応曲線は第1企業

の揚翻こはQ・のような点，第2企業の場合

にはQ，のような点を連ねることによって作

図される。この両曲線の交点がこのモデルで

の均衡点になる。また反応曲線の方程式・つ

まり反応関数は既出の㈲または㈲において，

パラメーターとされていた他企業の産出量を

変数とみなせばよく，たとえば

辺㌧1τ・（q、，G，）－O

塾，，。（q、，一，，）。。｝（14＞

　ag2



のように表現することができる。
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　以上では企業数を2としてきたが，この関係

は容易に企業数nの場合に一般化できる。ま

ず（1）に対応するものとして次式が考えられる。

　♂‘一φ‘（q、，9，……9n）yi

ただし

φゴ㌔2遊≧0，1≧φi≧O
　　　　egi

i，ゴ躍1，……n

い・）

この式は第i企業の損害が一般Vl　n個の企業

の産出量の関数としてあるが，実際にはn×

n個の偏微係数φノのうちの多くのものはゼ

ロであるかもしれない。

　上の関係を前提にする場合，個別企業の観

点に立った極大化の条件は，既出の⑧と同形

式であって，次のように与えられる。

坐＿｛A、＋B、（1．＿¢z）R’、、，．，．B、φ、・　一、oG6）

　29i

ここでUal，　Aa，偶およびRiという記号も

これまでと同様の意味をもつ。

　上のような個別企業の極大化行動は既に前

節で考察したように，外部不経済を考慮に入

れていないわけであるが，これらの影響を計

算に入れた社会的に最適な産出量はどのよう

に決まるであろうか。またそのような最適生

産量の実現は市場機構の補正によって可能で

あろうか。もし可能とすればどのように補正

すればよいであろうか。この問題を考えるた

めに次のような目的関数を考えよう。これは

例えば問題となる地域全体の計画主体の価値

判断を表現するものと考えることもできよう。

この主体の効用関数をVとし，これは，この

地域の富の総額の将来価値γおよび損害総額

1に依存するものとする。すなわち，まず

　　　　あ　　　　　　　　　　　　あ

　J，＝Σyi，1・＝＝Σらaの
　　　　i＝1　　　　　　　　　　　i＝1

と定義する。そうすると上の計画委員会の期
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待効用一Vとする一は，次のように表わ
される。

　y－（1一π）麗（ッ）＋π％（ツーの　　（18｝

この式より，Vを最大化するqiの値を求め

ることができる。まず⑯を全微分して次の関

係がえられるQ

　av－（A十B）dy　一一　Bdl　’

た裂、一蜘　戸勃
　B≡πv’（γ一♂）

更に1にかんして次のような式が成立つ。

　dt　＝　Σalt
　　　　i＝1

　　一ヲ｛惹φ勧・＋¢・d・i｝

　　一ぞ｛Σφ蛋ゴツゴ十φZRノブ｝dgi⑳

この式をqg）に代入すれば，最適化の条件は次

のように表現される。

讃一｛琳・（1一φz）｝Rit

　　　　　　　　あ
　　　　　　一BΣφノ！yi＝＝　O　⑳
　　　　　　　ゴ＝1

　　　2＝1，……，n

この式を先の⑱と比較すれば，差異がはっき

りする。すなわち，社会的最適の場合には，

ある特定企業の生産量の増加が他の企業の蒙

る潜在的損害を増大させる，という確率的な

意味での外部不経済を一種の費用として考慮

に入れる。この費用の評価ex　A，　Bという項，

つまり計画当事者の危険回避性向に依存して

いるところが特徴であるQ

　このようにして⑳がこのモデルにおける最

的条件となるわけであるが・問題を一般的に

扱っているため形が複雑である。そこで一一っ

の特殊ケースを考えることにしよう。すなわ

ち，次のような仮定をおく。

　（i）　まず各企業の生産物の単位価格をlb‘

として，このAが一定であるとみなす。そ

うすると各企業の収益関数瓦は
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　Rd＝Pigi－Ci（9i）　　　　22｝

のように書くことができるQただしCiは総

費用関数である。そうするとRi，　＝＝　Pi－di　L

なることはいうまでもない。

　（ii）　次に損害を表わす関数を

1・　一 iΣ　ajtPdj＝L）w・・㈱

と表わし，β露を常数としよう。ここでaゴ‘は

災害が起った場合に第ブ企業が第i企業に

及ぼす単位当り外部不経済を意昧する。＊ま

た上式はこれまでのようにPttの代りに期首

の富研♂（所与）をとってある。収益瑠に

比べてW。iが相対的に大きい場合には・こ

のような想定はそれほど制限的とはならない

といえよう。上のような前提の下では，20）の

代りに㈱を全微分した次式が用いられる。

とおくことにしよう。そうすると第i生産物

1単位についてτi円の従量税が賦課されれ

ば・最適生産量が達成されることになる。〔26｝

式をみると，この税率は災害の確率に比例し・

また富の存在額が大であればそれだけ大きく，

また外部不経済の作用が強ければそれに応じ

て大きくなることが分る。

　このような課税のモデルの場合には，各企

業は生産物の価格と租税と確定的限界費用の

みに着目し，災害の危険負担はすべて委員会

によって計算されている。このようなモデル

をどのような制度的仕組みと対応させるかに

ついて考察することは興味深いことであり，

いくつかの解釈が可能であろう。

d…一
`｛Σ　αゴ‘レv。idgd，＝1｝

　＝ΣΣa‘〃。」dg‘⑳
　　iゴ

　（iii）　更に地域経済委員会はリスクに対し

て中立的と仮定しよう。すなわち

　vt（ツ）＝v’（P－－1）一一定

とする。以上のようにいくつかの特別の仮定

をおくと，最適条件は㈹から，改めて次のよ

うに求められる。

　戸t　’o’‘十πΣaiiW。」25）

　　　　　　」＝i

i’＝1，……，n

この式において，右辺の第1項は通常の意味

での（非確率的な）限界費用であり，第2項

が災害が生ずる場合を考慮した部分に当る。

この第2項は上で述べたいくつかの仮定によ

って常数となり，各企業の生産量から独立で

ある。この部分を改めて

　τ‘…≡πΣaidW。’（2⑤

　　　　d＝1

i＝＝1，……pn

　以上においては災害，事故などの偶発事に

よって引き起される外部不経済を取り上げて，

その影響と対策とを分析した。このような

事柄は，災害の多発と過密を特徴とするわが

国のような社会にとって極めて重要な問題で

ある。しかし，従来の外部不経済論あるい環

境破壊論は，通常現に顕在化している事態を

対象としていた，といえよう。この場合には，

例えばいったん地震，台風，洪水，高潮など

の天災，および火災，爆発，衝突，墜落，危

険物の漏出その他の人為的事故などがあった

ときに，甚大な被害を他者に及ぼす危険をは

らむ状態一たとえば一一触即発状態の危険物

を蓄積している工場が人口密集地帯に立地し

ているようなケースーであっても，現在の

ところ有害物質の排出がゼロであれば外部不

経済なし，とみなされる。こまかくいえば，

「完全予見」のモデルでは不規則的に排出さ

れる有害物質もそれが確実に予見されるもの

は形の上では考慮に入れられているが，いう

＊　この仮定はデイヴィス，ウィンストン〔5〕の

　用語によれば，分離可能性の仮定に当る。
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までもなく実は災害や事故は偶然性もしくは

完全予見不可能性をその特徴とするのである。

　本稿のモデルは，分析上いくつかの制限的

な仮定をおいており，モデルそのものの直接

の適用対象はそれだけに限定されるが，不礁

実性下の外部効果という問題そのものは，よ

り広い局面に関達をもっているといえよう。

　最近，多くの理論経済学老によって公害問

題が分析されており＊，有意義な洞察がえら

れているが，これらの議論においては通常強

い公害と弱い公害という分類がなされ，後考

が主として対象とされている。ここで強い公

害というのは，人命にかかわるものであり・

法律的規則の対象になるもの，とされている。

さらにこのような強い公害について分析を行

なったり，対策を考案したりすることは，医

学，工学，あるいは法律，行政の領域に属し，

経済分析の対象は弱い公害に限られる，と考

えられている。しかし，仮にこのような分

類が平常時にかんして可能だとしても，その

ような平常状態のみを想定して決定された弱

い公害の「最適許容レベル」が，不確定な災

害の発生を考慮に入れた場合には最適である

とはいえなくなる。そもそも平常状態の前提

の下では問題にされない事柄が，災害を想定

する場合には大きくクPt　一一ズ・アップされて

くることが少なくないからである。もともと，

我々の環境には常に災害，事故の危険がひそ

んでV・るのであるが，今日ではこの危険は一・

層重要となってきており，これらを単に例外

事件，偶発事件とみなして分析の枠外におく

ことぱできず，これらを明示的に政策決定の

モデル内に取り入れなければならない。確率

的な観点を導入した重要度の判定をもとにし

て，危険の管理つまり安全対策を立案しなけ

ればならないのである。

＊　たとえば文献〔10〕，〔1ユ〕などが代表的なもの

　としてあげられよう。
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